
【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 東北財務局長

【提出日】 平成25年７月４日

【四半期会計期間】 第42期第１四半期（自平成25年３月１日　至平成25年５月31日）

【会社名】 マックスバリュ東北株式会社

【英訳名】 MAXVALU TOHOKU CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　内田　和明

【本店の所在の場所】 秋田県秋田市土崎港北一丁目６番25号

【電話番号】 ０１８（８４７）０１１１

【事務連絡者氏名】 常務取締役財経本部長兼内部統制担当　　古谷　憲介

【最寄りの連絡場所】 秋田県秋田市土崎港北一丁目６番25号

【電話番号】 ０１８（８４７）０１１１

【事務連絡者氏名】 常務取締役財経本部長兼内部統制担当　　古谷　憲介

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

EDINET提出書類

マックスバリュ東北株式会社(E03348)

四半期報告書

 1/19



第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第41期
第１四半期
累計期間

第42期
第１四半期
累計期間

第41期

会計期間

自平成24年
２月21日
至平成24年
５月20日

自平成25年
３月１日
至平成25年
５月31日

自平成24年
２月21日
至平成25年
２月28日

売上高（千円） 22,063,05023,464,79793,455,010

経常利益（千円） 202,213 208,908 976,215

四半期(当期）純利益（千円） 120,489 103,286 662,025

持分法を適用した場合の投資利益（千円） － － －

資本金（千円） 3,585,0003,585,0003,585,000

発行済株式総数（株） 12,000,45012,000,45012,000,450

純資産額（千円） 3,457,5954,139,7654,009,721

総資産額（千円） 24,807,04224,080,69523,695,848

１株当たり四半期（当期）純利益（円） 6.38 5.87 35.04

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
6.37 5.86 35.01

１株当たり配当額（円） － － －

自己資本比率（％） 13.9 17.1 16.9

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成していないため、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３. 第41期は、決算期変更により平成24年２月21日から平成25年２月28日までの１年と８日となっております。

　　　　　　

２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、当社及び関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要

な関係会社における異動もありません。 
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生はありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。　

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、新たに締結した重要な契約は次のとおりであります。

会社名 契約名称 内容 契約期間

イオン株式

会社

コーポレート負担金・ブラ

ンドロイヤルティーに関す

る契約

グループマネージメントに係わる

費用負担及び知的財産権、経営ノ

ウハウなどの利用に関する契約

平成25年３月１日から平成26年２月末日

まで

  

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）業績の概況

※当社は平成25年２月期に決算期変更を行ったため当第１四半期累計期間は前期と比較対象期間が異なります

　が、文中の金額対比や対前年同期増減率については、平成24年２月21日から平成24年５月20日の期間と対比し

　て算出しております。 

　当第１四半期累計期間における経営環境は、政府の経済政策に期待感が高まり円高の是正や株高の進行などをは

じめ景気の緩やかな回復の動きが見られましたが、小麦などの原材料の値上げ圧力が強まるとともに長引く電力供

給不安などにより依然として先行き不透明な状況が続いております。当社がスーパーマーケットとして営業基盤と

する北東北エリアにおいても、少子高齢化に伴う人口減少とともに企業の生産活動の縮小等による雇用不安と個人

消費の停滞が長期化し、お客さまの生活防衛志向や節約志向が継続して、競合各社との価格競争に加え業種・業態

を超えた競争が激化するなど厳しい状況が続いております。

こうした中で当社は、ザ・ビッグフォーマットの強化をはじめお客さまの日々のくらしのニーズにこだわった品

揃えによる営業力の強化と、イオンのブランド「トップバリュ」の売上拡大等による収益力の改善、おもてなしの心

がこもった接客と魅力ある売場づくりに取り組んでまいりました。併せて今期を３年目とする「事業構造改革」と

して、収益力の向上、店舗網の再構築、財務体質の抜本的な強化の三本柱を主軸とした構造改革に取り組んでおりま

す。

当第１四半期累計期間においては、ディスカウント業態の12店舗目となる「ザ・ビッグ潟上店」を秋田県内に開

設するとともに、大型改装を１店舗実施し立地特性に合わせた魅力的な売場づくりを進めることで、今期計画してい

る15店舗の既存店活性化に着手いたしました。また昨年より開店時刻を午前７時に繰り上げ、朝食や昼食のための品

揃えを強化して新たな客層の獲得に努めた他、「４時からデリカ」という取り組みによりできたて・つくりたて食

品の訴求を継続して実施しております。またノンフーズ売場の拡充により品揃えの幅を拡大した他、生鮮食品部門で

のトップバリュ商品の拡大などにより価格競争力の強化に努めるとともに、小容量パックの充実、和惣菜や調理の手

間を省く「トップバリュレディーミール」の品揃えに努めました。さらに、イオンの電子マネーＷＡＯＮやシニア世

代のお客さまに向けたＧ.Ｇ ＷＡＯＮカードのホルダー拡大などによる固定客づくりを進めたほか、カートにお買

い物カゴを乗せたまま精算ができる「カートインレジ」の設置などに努めてまいりました。

当第１四半期累計期間では、戦略的な価格政策により一点単価を下げ一人当たり買上点数を上げる積極的なシェ

ア拡大を進めたことなどにより売上総利益率は対前年同期比0.4ポイント低下し21.7％となりましたが、上記のよう

な取り組みを実施した結果、期間中のお客さま一人当たり買上点数は既存店ベースで対前年同期比99.7％、客数は同

104.7％、客単価は同98.1％となり、既存店売上高は同102.7％となりました。一方経費面では、収益性の向上のためコ

スト構造改革を継続して進めた結果、販売費及び一般管理費の総額は既存店ベースで対前年同期比101.3％となり、

既存店売上高の伸び率を下回ることができました。

以上の結果、当第１四半期累計期間の業績は営業収益239億38百万円（対前年同期比105.9％）、営業利益１億80百

万円(対前年同期比90.7％）、経常利益２億８百万円（対前年同期比103.3％）となり、期間中減損損失の計上があっ

たことから四半期純利益は１億３百万円（対前年同期比85.7％）となりました。

また、当社は「ス－パーマーケット事業」の単一セグメントであるためセグメントの業績については、記載を省略

しております。　　

　

（２）財政状態　

（資産） 
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流動資産は、前事業年度末に比べ３億24百万円増加し、68億50百万円となりました。これは、電子マネー決済の増加

等で未収入金が２億13百万円、現金及び預金が１億８百万円増加し、前払費用が30百万円減少したこと等によりま

す。 

  固定資産は、前事業年度末に比べ59百万円増加し、172億30百万円となりました。これは、有形固定資産が、新規出店

及び改装等で72百万円の増加がありましたが、投資その他の資産が11百万円減少したこと等によります。 

この結果、総資産は、前事業年度末に比べ３億84百万円増加し、240億80百万円となりました。 

（負債） 

　流動負債は、前事業年度末に比べ５億98百万円増加し、159億31百万円となりました。これは、買掛金が９億22百万

円、流動負債その他が２億49百万円増加し、短期借入金が４億55百万円、１年内返済予定の長期借入金が２億20百万

円減少したこと等によります。

固定負債は、前事業年度末に比べ３億43百万円減少し、40億９百万円となりました。これは、主に長期借入金が２億

85百万円減少したこと等によります。

この結果、負債合計は前事業年度末に比べ２億54百万円増加し、199億40百万円となりました。 

（純資産） 

　純資産合計は、前事業年度末に比べ１億30百万円増加し、41億39百万円となりました。これは、四半期純利益１億３

百万円の計上により利益剰余金及びその他有価証券評価差額金が16百万円増加したこと等によります。 

　

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（４）研究開発活動

　　　該当事項はありません。 
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 47,999,550

Ａ種種類株式 450

計 48,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成25年５月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年７月４日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 12,000,000 12,000,000
東京証券取引所

（市場第二部）

単元株式数

100株 

Ａ種種類株式

（当該優先株式

は行使価額修正

条項付新株予約

権付社債券等で

あります。)

450 450 非上場 （注）１～３

計 12,000,450 12,000,450 － －

（注）１．行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。

          （１）Ａ種種類株式の普通株式への転換価額に関する取得価額は、Ａ種種類株式の発行から５年後以降に決定

　　　　　　 　いたします。

　　　　　（２）普通株式の下落により、当該取得請求権の対価として交付される当社株式の数は増加する場合がありま

                す。

　　　　　（３）取得価額の修正の基準及び頻度

　　　　　　　①修正の頻度：平成28年５月21日以降、毎年５月20日及び11月20日

　　　　　　　  （但し、当該日が取引日ではない場合には直前の取引日。以下、それぞれ「修正基準日」といいま

　　　　　　　　　す。）

　②修正の基準：各修正基準日（同日を含む。）までの直近の５連続取引日の東京証券取引所における当社普

通株式の普通取引の毎日の終値の平均値

　　　　　（４）取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる株式数の上限

　　　①取得価額の下限　295円

      ②取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式数の上限

15,254,237株（平成23年５月19日発行のＡ種種類株式発行済株式数450株に基づき算定、同日の普通株

式の発行済株式総数の127.12％）

　　　　　（５）当社の決定によりＡ種種類株式の全部の取得を可能とする旨の条項があります。

　

　　　２．行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。

          （１）Ａ種種類株式に表示された権利の行使に関する事項についての割当先との間の取り決めの内容

　　　　　　　　該当事項ありません。

　　　　　（２）当社の株券の売買に関する事項についての割当先との取り決め内容

　　　　　      該当事項ありません。

    （３）当社の株券の貸借に関する事項についての割当予定先と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内

容

      該当事項はありません。

    （４）その他投資者の保護を図るために必要な事項

      該当事項はありません。
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 　　　３．Ａ種種類株式の内容は次のとおりであります。　

①剰余金の配当

（ⅰ）Ａ種期末配当金

(a) 当社は、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）または普通株式の登録株式質権者（以下「普

通登録株式質権者」という。）に対して剰余金の期末配当を行うときは、当該剰余金の期末配当に係る基

準日の最終の株主名簿に記載または記録されたＡ種種類株式を有する株主（以下「Ａ種種類株主」とい

う。）またはＡ種種類株式の登録株式質権者（以下「Ａ種種類登録株式質権者」という。）に対し、Ａ種種

類株式１株につき、下記(b)に定める額（以下「Ａ種期末配当金」という。）を、剰余金の期末配当として、

普通株主または普通登録株式質権者に対する剰余金の期末配当と同順位にて支払う。

(b) Ａ種期末配当金の額は、普通株式１株当たりの期末配当額を、当該剰余金の期末配当に係る基準日に先

　　立つ45取引日（株式会社東京証券取引所（その承継人を含み、以下「東京証券取引所」という。また、

　　当社の普通株式が東京証券取引所に上場していない場合は、当社の普通株式を上場または登録している

　　他の金融商品取引所または店頭売買有価証券市場（複数ある場合は、当社の普通株式の出来高、値付率

　　等を考慮しても最も適切と判断される金融商品取引所または店頭売買有価証券市場）をいう。以下同じ。）が

開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まない。以下同じ。）目に始まる30連続取引日の東京

証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。以下同じ。）の平均値で

除した値に、10,000,000円を乗じた額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を四捨五入す

る。）とする。

（ⅱ）Ａ種中間配当金

(a) 当社は、普通株主または普通登録株式質権者に対して中間配当を行うときは、当該中間配当に係る基準日の

最終の株主名簿に記載または記録されたＡ種種類株主またはＡ種種類登録株式質権者に対し、Ａ種種類株

式１株につき、下記(b)に定める額（以下「Ａ種中間配当金」という。）を、中間配当として、普通株主また

は普通登録株式質権者に対する中間配当と同順位にて支払う。

(b) Ａ種中間配当金の額は、普通株式１株当たりの中間配当額を、当該中間配当に係る基準日に先立つ45取引日

目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値で

除した値に、10,000,000円を乗じた額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を四捨五入す

る。）とする。

　

②残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、Ａ種種類株主またはＡ種種類登録株式質権者に対し、普通株主または普通

登録株式質権者に先立ち、Ａ種種類株式１株につき10,000,000円を支払う。Ａ種種類株主またはＡ種種類登録株

式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。

　

③議決権

Ａ種種類株主は、株主総会において議決権を有しない。

　

④普通株式を対価とする取得請求権

Ａ種種類株主は、平成28年５月21日以降平成43年５月20日（同日を含む。）までの間（以下「取得請求期間」と

いう。）いつでも、法令の定める範囲内において、当社に対して、次に定める数の普通株式（以下「請求対象普通

株式」という。）の交付と引換えに、その有するＡ種種類株式の全部または一部を取得することを請求すること

ができるものとし、当社は、当該請求に係るＡ種種類株式を取得するのと引換えに、請求対象普通株式を、当該Ａ

種種類株主に対して交付するものとする。但し、取得請求の日において、請求対象普通株式数が、当社の発行可能

普通株式総数から発行済普通株式数を控除して得られた株式数を上回る場合には、当社は、当該株式数の範囲内

において、Ａ種種類株主に対して交付する普通株式の数が最大となるように、取得請求されたＡ種種類株式の数

に応じた比例按分その他当社の取締役会が決定する方法により、当該取得請求に係るＡ種種類株式の一部を取

得する。なお、かかる方法に従い取得されなかったＡ種種類株式については、取得請求がなされなかったものと

みなす。
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（ⅰ）Ａ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

Ａ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、取得請求に係るＡ種種類株式の数に10,000,000

円を乗じて得られる額を、下記(ⅱ)乃至(ⅳ)で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、Ａ種種類

株式の取得と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるもの

とし、この場合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付はしない。

（ⅱ）当初取得価額

取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ５連続取引日（以下、本（ⅱ）において「当初取得価額算

定期間」という。）の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（円位未

満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）（以下「当初取得価額」という。）とする。

但し、当初取得価額が下記（ⅲ）に定める下限取得価額を下回る場合は、当初取得価額は下限取得価額と

し、当初取得価額が下記（ⅲ）に定める上限取得価額を上回る場合は、当初取得価額は上限取得価額とす

る。なお、当初取得価額算定期間中に下記（ⅳ）に規定する事由が生じた場合、上記の終値の平均値は下記

（ⅳ）に準じて当社が適当と判断する値に調整される。

（ⅲ）取得価額の修正

取得価額は、取得請求期間中、毎年５月20日及び11月20日（但し、当該日が取引日でない場合にはその直前

の取引日。以下、それぞれ「修正基準日」という。）の翌日以降、修正基準日における時価（以下に定義さ

れる。）に相当する額に修正される（以下、かかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。）。但

し、修正後取得価額が下限・上限取得価額算定基準価額（以下に定義される。）の50％に相当する額（但

し、下記（ⅳ）に規定する事由が生じた場合、下記（ⅳ）に準じて調整されるものとし、以下「下限取得価

額」という。）を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とし、修正後取得価額が下限・上限取得

価額算定基準価額の150％に相当する額（但し、下記（ⅳ）に規定する事由が生じた場合、下記（ⅳ）に準

じて調整されるものとし、以下「上限取得価額」という。）を上回る場合には、修正後取得価額は上限取得

価額とする。

「下限・上限取得価額算定基準価額」は、平成23年５月19日（同日を含む。）までの直近の５連続取引日

（以下、本（ⅲ）において「下限・上限取得価額算定基準価額算定期間」という。）の東京証券取引所に

おける当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１

位を四捨五入する。）または251円のいずれか高い金額とする。なお、下限・上限取得価額算定基準価額算

定期間中に下記（ⅳ）に規定する事由が生じた場合、下限・上限取得価額算定基準価額は下記（ⅳ）に準

じて当社が適当と判断する値に調整される。

「修正基準日における時価」は、各修正基準日（同日を含む。）までの直近の５連続取引日（以下、本

（ⅲ）において「取得価額算定期間」という。）の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の

毎日の終値の平均値（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。なお、

取得価額算定期間中に下記（ⅳ）に規定する事由が生じた場合、上記の終値の平均値は下記（ⅳ）に準じ

て当社が適当と判断する値に調整される。

（ⅳ）取得価額の調整

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額（下限取得価額及び上限取得価額

を含む。以下同じ。）を調整する。

（ア） 普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整す

る。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当

て前発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発行済普

通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除

く。）」とそれぞれ読み替える。

調整後取得価額＝調整前取得価額×
分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数

調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日または株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無償割

当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適用する。

（イ）普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取

得価額を調整する。

調整後取得価額＝調整前取得価額×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数
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（ウ）下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社

が保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得され

る株式もしくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本（ⅳ）において同

じ。）の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合または合併、株式交換

もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以下「取得価額調整式」

という。）により取得価額を調整する。調整後取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場合には当

該払込期間の最終日）の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日

（以下「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分

する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普

通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の

数」とそれぞれ読み替える。

　
　

（発行済普通株式数

－当社が保有する普通株式の数）

　

＋

新たに発行する普通株式の数

×１株当たり払込金額

調整後取得価額＝調整前取得価額×

　

普通株式１株当たりの時価

（発行済普通株式数－当社が保有する普通株式の数）

＋新たに発行する普通株式の数

（エ）当社に取得をさせることによりまたは当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式１

株当たりの時価を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることが

できる株式を発行または処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の払込期日

（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本（エ）において同じ。）に、株式無償割

当ての場合にはその効力が生ずる日（株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以

下本（エ）において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株式

の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「１

株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後

取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また

株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。

（オ）行使することによりまたは当社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払込

価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式１株当たり

の時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合

（新株予約権無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての

場合にはその効力が生ずる日（新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以

下本（オ）において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全て

が当初の条件で行使されまたは取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式に

おいて「１株当たり払込金額」として普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権

の行使に際して出資される財産の普通株式１株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、

調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償

割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、

これを適用する。但し、本（オ）による取得価額の調整は、当社または当社の子会社の取締役、監査

役または従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約

権には適用されないものとする。

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記（ア）乃至（ウ）のいずれかに該当する場合には、当社はＡ種種類

株主及びＡ種種類登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価

額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。

（ア）合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収

分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継または新設分

割のために取得価額の調整を必要とするとき。

（イ）取得価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算

出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

（ウ）その他、発行済普通株式数（但し、当社が保有する普通株式の数を除く。）の変更または変更の可能

性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入

する。
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(d) 取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ45取引日

目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値

（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満にとどま

るときは、取得価額の調整はこれを行わない。

（ⅴ）取得請求受付場所

株主名簿管理人事務取扱場所　東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

（ⅵ）取得請求をしようとするＡ種種類株主は、当社の定める取得請求書に、当該取得請求に係るＡ種種類株式

を表示し、その他必要事項を記載した上、取得請求期間中に上記(ⅴ)に記載する取得請求受付場所に提出

しなければならない。

（ⅶ）取得の効力は、取得請求書が上記(ⅴ)に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生し、当社は、Ａ種

種類株式を取得し、当該取得請求をしたＡ種種類株主は、当社がその取得と引換えに交付すべき普通株式

の株主となる。

（ⅷ）当社は、取得の効力発生後、当該取得請求をしたＡ種種類株主に対して、当該Ａ種種類株主が指定する株式

会社証券保管振替機構または口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行う

ことにより普通株式を交付する。

　

⑤金銭を対価とする取得条項

（ⅰ）当社は、会社法第168条第２項の規定に従い、強制償還日（以下に定義する。）の少なくとも15日前にＡ種

種類株主及びＡ種種類登録株式質権者に書面により通知することにより、平成28年５月21日以降いつで

も、当社の取締役会が別に定める日（以下「強制償還日」という。）の到来をもって、法令の定める範囲内

において、Ａ種種類株式の全部または一部を取得することができるものとし、当社は、Ａ種種類株式を取得

するのと引換えに、下記（ⅱ）に定める額（以下「強制償還価額」という。）の金銭をＡ種種類株主及び

Ａ種種類登録株式質権者に対して交付するものとする。なお、Ａ種種類株式の一部を取得するときは、抽

選、按分比例その他の方法による。

（ⅱ）強制償還価額は、Ａ種種類株式１株につき、(a)払込金額相当額、及び、(b)払込金額相当額に、払込期日（同

日を含む。）から強制償還日（同日を含む。）までの期間につき、年率1.0％の利率で計算される金額（上

記期間の実日数につき、１年365日として日割計算により算出される金額とし、円位未満小数第５位まで算

出し、その小数第５位を四捨五入する。なお、当該利率で計算される金額について、さらに当該利率を乗じ

た金額を加算することはないものとする。）の合計額とする。但し、強制償還価額が10,000,000円の110％

に相当する額（以下「上限強制償還価額」という。）を上回る場合には、強制償還価額は上限強制償還価

額とする。

　

⑥普通株式を対価とする取得条項

（ⅰ）当社は、取得請求期間中に取得請求のなかったＡ種種類株式の全部を、取得請求期間の末日の翌日（以下

「一斉取得日」という。）をもって普通株式の交付と引換えに取得するものとし、かかるＡ種種類株式を

取得するのと引換えに、Ａ種種類株主に対して、その有するＡ種種類株式数に10,000,000円を乗じた額を

下記（ⅱ）に定める価額（以下「一斉取得価額」という。）で除した数の普通株式を交付するものとす

る。Ａ種種類株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数がある場合には、会社

法第234条に従ってこれを取扱う。

（ⅱ）一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ５連続取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引

　の毎日の終値の平均値（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。但

し、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とし、一斉取得価額が上限

取得価額を上回る場合は、一斉取得価額は上限取得価額とする。なお、一斉取得価額算定期間中に上記④

（ⅳ）に規定する事由が生じた場合、上記の終値の平均値は上記④（ⅳ）に準じて当社が適当と判断する

値に調整される。
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（２）【新株予約権等の状況】

 当第１四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。　

  決議年月日 平成25年４月18日

新株予約権の数（個） 121

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 12,100

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間
自　平成25年６月10日

至　平成40年６月９日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

  　発行価格　　  　872

　　資本組入額　　　437

新株予約権の行使の条件

①　新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時におい
ても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要
する。
但し、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっ
ても、退任日から５年以内に限って権利行使ができる
ものとする。

②　新株予約権については、その数の全数につき一括して
行使することとし、これを分割して行使することはで
きないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはで
きない。

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －

（注）１．当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割等を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合

には、当社は当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。

      ２．各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式１株

当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は１円とす

る。

但し、新株予約権１個当たりの目的となる株式数の調整を行った場合は、株式１株当たりの払込金額１円を

調整後の株式数で除した金額とする。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　　　 該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

　 該当事項はありません。　

  

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高　　
　（株）

資本金増減
額（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

平成25年３月１日～

  平成25年５月31日 
－ 12,000,450 － 3,585,000 － 4,062,645

　　

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成25年２月28日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

　 　 　 平成25年５月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式
　Ａ種種類株式　 

450　
－ （注）１

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
　普通株式　 

    7,800 
－ －

完全議決権株式（その他）
　普通株式 

11,987,900
119,879 （注）２

単元未満株式
　普通株式 

4,300
－ －

発行済株式総数 12,000,450 － －

総株主の議決権 － 119,879 －

（注）１．Ａ種種類株式の内容は、「１　株式等の状況  （１）株式の総数等　②発行済株式」の注記に記載

　　　　　されております。

２．「完全議決権株式（その他）」の「株式数」欄には、証券保管振替機構名義の株式が800株が含まれ

　　ており、「議決権の数」欄には、当該株式に係る議決権の数８個が含まれております。

　　　　 

②【自己株式等】 

　 平成25年５月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

マックスバリュ

東北株式会社

秋田県秋田市土崎港

北一丁目６番25号
7,800 － 7,800 0.06

計 － 7,800 － 7,800 0.06

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。　
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63 

号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（平成25年３月１日から平成25年

５月31日まで）及び第１四半期累計期間（平成25年３月１日から平成25年５月31日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

  当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成25年２月28日)

当第１四半期会計期間
(平成25年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 700,831 809,174

売掛金 100,631 125,143

商品 2,485,410 2,566,704

貯蔵品 30,480 30,756

前払費用 267,844 237,048

繰延税金資産 328,019 280,859

未収入金 2,427,736 2,641,466

その他 186,364 160,127

貸倒引当金 △2,008 △1,068

流動資産合計 6,525,309 6,850,211

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 9,084,082 9,051,061

工具、器具及び備品（純額） 737,564 879,631

土地 5,222,737 5,207,236

建設仮勘定 36,960 15,545

有形固定資産合計 15,081,345 15,153,474

無形固定資産 23,810 23,260

投資その他の資産

投資有価証券 75,523 98,340

長期前払費用 488,404 482,842

差入保証金 1,355,212 1,379,726

その他 158,869 103,217

貸倒引当金 △12,627 △10,377

投資その他の資産合計 2,065,382 2,053,749

固定資産合計 17,170,538 17,230,484

資産合計 23,695,848 24,080,695

EDINET提出書類

マックスバリュ東北株式会社(E03348)

四半期報告書

13/19



（単位：千円）

前事業年度
(平成25年２月28日)

当第１四半期会計期間
(平成25年５月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 7,245,842 8,168,667

短期借入金 2,480,000 2,025,000

1年内返済予定の長期借入金 1,358,550 1,138,100

未払金及び未払費用 2,021,269 2,035,406

未払法人税等 67,306 54,893

未払消費税等 139,070 142,645

賞与引当金 93,468 186,359

役員業績報酬引当金 15,459 －

設備関係支払手形 487,209 501,827

資産除去債務 8,002 12,677

その他 1,416,516 1,665,631

流動負債合計 15,332,694 15,931,208

固定負債

長期借入金 1,192,300 906,600

退職給付引当金 339,241 338,453

長期預り保証金 1,522,660 1,514,702

繰延税金負債 112,361 111,429

資産除去債務 922,805 912,116

その他 264,061 226,420

固定負債合計 4,353,432 4,009,722

負債合計 19,686,127 19,940,930

純資産の部

株主資本

資本金 3,585,000 3,585,000

資本剰余金 4,062,645 4,062,645

利益剰余金 △3,657,467 △3,554,180

自己株式 △7,196 △7,196

株主資本合計 3,982,980 4,086,267

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 15,552 31,758

評価・換算差額等合計 15,552 31,758

新株予約権 11,188 21,739

純資産合計 4,009,721 4,139,765

負債純資産合計 23,695,848 24,080,695
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成24年２月21日
　至　平成24年５月20日)

当第１四半期累計期間
(自　平成25年３月１日
　至　平成25年５月31日)

売上高 22,063,050 23,464,797

売上原価 17,186,403 18,380,867

売上総利益 4,876,646 5,083,929

その他の営業収入 544,453 473,400

営業総利益 5,421,100 5,557,329

販売費及び一般管理費 5,221,546 5,376,386

営業利益 199,553 180,943

営業外収益

受取利息 581 669

受取配当金 187 973

債務勘定整理益 9,946 2,670

補助金収入 3,733 3,792

違約金収入 4,843 －

受取保険金 3,441 29,601

貸倒引当金戻入額 － 1,239

その他 846 3,938

営業外収益合計 23,579 42,885

営業外費用

支払利息 18,990 12,121

貸倒引当金繰入額 639 －

リース解約損 － 1,582

その他 1,288 1,216

営業外費用合計 20,919 14,919

経常利益 202,213 208,908

特別利益

収用補償金 18,445 －

特別利益合計 18,445 －

特別損失

減損損失 － 24,746

特別損失合計 － 24,746

税引前四半期純利益 220,659 184,162

法人税、住民税及び事業税 125,335 41,258

法人税等調整額 △25,165 39,617

法人税等合計 100,170 80,875

四半期純利益 120,489 103,286
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【注記事項】

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

  当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間

に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。 

  
前第１四半期累計期間
（自  平成24年２月21日
至  平成24年５月20日）

当第１四半期累計期間
（自  平成25年３月１日
至  平成25年５月31日）

減価償却費 334,055千円 331,713千円
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社は、スーパーマーケット事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

　

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期累計期間
（自　平成24年２月21日
至　平成24年５月20日）

当第１四半期累計期間
（自　平成25年３月１日
至　平成25年５月31日）

（1）１株当たり四半期純利益金額 ６円38銭 ５円87銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 120,489 103,286

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 120,489 103,286

普通株式の期中平均株式数（株） 18,894,081 17,596,179

（2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ６円37銭 ５円86銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 14,477 21,168

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要

－ －

　（注）当社の発行しているＡ種種類株式は、転換仮定方式に準じて算定された株式数を、普通株式の期中平均株式数に

　　　　加えて、１株当たり四半期純利益金額を算定しております。

      　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。　

　

　

２【その他】

 該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成２５年６月２８日

マックスバリュ東北株式会社

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ　

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 松 村 浩 司      　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 武 井 雄 次        印

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているマックスバ

リュ東北株式会社の平成２５年３月１日から平成２６年２月２８日までの第４２期事業年度の第１四半期会計期間（平

成２５年３月１日から平成２５年５月３１日まで）及び第１四半期累計期間（平成２５年３月１日から平成２５年５月

３１日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを

行った。

　

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、マックスバリュ東北株式会社の平成２５年５月３１日現在の財政状態及び同日

をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点におい

て認められなかった。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　

　（注）　１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半

　　　　　　　期報告書提出会社）が別途保管してあります。

　　　　　２．四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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